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３月２２日、大阪第一運輸所の労災防止推
進コーナーから、モザイク無しの顔写真付き
ポスター２枚が突如撤去されました！！

3月21日、東海労組合員が、労災防止委員会のあるメンバー
に「モザイクとか目隠ししたらどうや？」と指摘をした事により22
日の朝に剥がされたようです。

人権侵害にあたる労災ポスターだと気付き直ちに撤去した事
は適切な対処です。しかし、剥がしたからといって済む問題では
ありません。

昨今、SNSに投稿される肖像権問題では、名誉毀損で刑事
事件としても取扱われる事例があります。

今回、掲出したのは委員会ですが、ポスターを貼るには会社
・担当管理者の許可が必要であり、会社ぐるみの人権侵害とい
えます。


